
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請の流れ

各項目にかかる期間については、あくまでも目安です。
余裕を持ったスケジュールを取るようにしてください。

審査終了後市から県へ報告及び事業所指定の告示

先の審査で指定の要件を満たしていると認められた場合、市から県へ報告（２～３週間程度）

県から事業所番号が付され次第、告示し、事業所へ指定通知送付されます。

書類審査及び実地調査

申請書類の本審査及び開設予定の事業所を市職員が現地を確認（２～３週間程度）

申請書類の本提出

予備審査における修正内容等を修正し、申請書を
本提出

開設予定の１か月程度前

申請書類を作成し、市に予備審査を提出

申請に必要な書類を作成し、揃い次第市に予備
審査を依頼（提出）

開設予定の２か月～１か月半程度前

市に事前相談

申請に必要な書類等の案内、確認 開設予定の３～２か月程度前

主な事項

申請者が行う内容等 期間


